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午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部、県土整備部

１．津波避難等に関する県民意識調査結果に

ついて

○協議事項

１．委員会報告書骨子（案）について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 中 野 廣 明

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 渡 辺 創

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

委 員 武 田 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

危機管理統括監 田 中 保 通

危 機 管 理 局 長
髙 林 宏 一

兼危機管理課長

消 防 保 安 課 長 室 屋 利 春

県土整備部

建 築 住 宅 課 長 志 賀 孝 守

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 勝 目 花 穂

政策調査課主査 深 江 和 明

○中野委員長 おはようございます。ただいま

から防災・減災対策特別委員会を開会いたしま

す。

本日の日程についてでありますが、お手元に

配付の日程（案）をごらんください。

本日は、総務部と県土整備部から津波避難等

に関する県民意識調査結果について、概要説明

の後に、質疑・意見交換を行いたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。その後、委

員会報告書骨子（案）及び次回委員会等につい

て御協議いただきたいと思いますが、このよう

に取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部の入室のため暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

本日は、総務部と県土整備部に出席していた

だきました。

それでは、早速ですが、概要説明をお願いい

たします。

○田中危機管理統括監 おはようございます。

危機管理統括監の田中でございます。

本日の説明事項ですが、防災・減災対策特別

委員会資料の目次に書いてありますとおり、津
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波避難等に関する県民意識調査結果について御

報告をさせていただきます。

詳細につきましては、危機管理局長が説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上です。

○髙林危機管理局長 危機管理課でございます。

津波避難等に関する県民意識調査の結果につい

て御報告いたします。

特別委員会資料の１ページをお開きください。

１、調査の経緯・目的についてでございます。

これまで新・宮崎県地震減災計画に基づきまし

て、津波避難タワー等の避難場所の確保や早期

避難、備蓄、耐震化など、南海トラフ地震・津

波からの被害軽減に向けたさまざまな取り組み

を実施してきたところでございますが、今回、

県民の防災意識や備えの意識がどの程度進んで

いるのか、現状を把握・分析し、本県の防災対

策の課題や今後の施策について検討するため、

沿岸10市町の津波浸水想定区域内及び隣接する

地域に居住している県民を対象に意識調査を実

施いたしました。

次に、２の調査概要についてでございます。

対象地域に居住する18歳以上の県民を抽出し、

調査票を郵送する形で調査を行いました。調査

期間は、昨年８月16日から９月７日までの23日

間で、調査配布数は6,761票発送し、有効回答数

は2,569票、回収率は38％でございました。

調査項目は、（５）に記載しておりますとおり

５項目といたしました。

３の調査結果につきましては、別冊の概要版

で御説明いたします。

別冊の概要版のほうをごらんいただきたいと

思います。概要版の２ページでございます。

まず、１の南海トラフ地震についてでござい

ます。

南海トラフ地震の関心度につきましては、図

１に記載のとおり、本県では、非常に関心があ

る、多少関心があるを合わせますと、90.1％の

方が、関心があると考えており、和歌山県、静

岡県と同様の結果となっております。

次に、３ページをごらんください。

今後、南海トラフ地震が起こる可能性につい

て尋ねたところ、いつ起きてもおかしくない、

二、三年以内に起きるのでは、10年以内を含め

ますと、76.8％の方が、近い将来に南海トラフ

地震が起きると考えております。

続きまして、４ページをお開きください。

２の地震・津波への意識と避難についてでご

ざいます。

（１）では、居住地において、具体的に想像

する自然災害を尋ねております。調査対象者が

沿岸部に居住しておりますことから、地震が75

％、津波が73.5％と高くなっておりますが、一

方で、津波を想像していない方が26.5％もいる

ことに注視する必要がございます。

次に、５ページをごらんください。

（２）では、深夜に大地震が起こった場合の

行動について尋ねたところ、避難すると回答し

た方は48.7％であり、避難しないと回答した方

の割合は約20％いました。

また、図７のとおり、年齢が上がるにつれて、

避難しないと回答した方の割合が高くなってお

ります。

次に、６ページをお開きください。

避難しないと回答された方の理由をまとめた

ものでございますが、自宅のほうが避難所より

安全だからが最も高く、次いで、避難経路が危

険だからとなっております。

さらに、これまでの経験から津波は来ないと

思うからと答えた方も14％程度おられますので、
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これらの方々に正しい知識を持っていただくこ

とが必要だと考えております。

また、７ページでは、避難しないと回答した

理由につきまして、年齢別の回答状況を並べて

おります。この表の一番上にございますが、自

宅のほうが避難所よりも安全だからが、全ての

年代層において高い傾向にありますが、中ほど

の、自身の体力や健康上の理由から避難が困難

だからとの回答は、70歳以上の方で割合が高く

なっております。

８ページをお開きください。

避難すると回答した方を対象に、避難行動に

いつ移るのかを尋ねたところ、揺れがおさまっ

たらすぐが約36％と最も高い結果となっており

ますが、同様の設問を行っている他県と比較い

たしますと、低い結果となっております。

新・宮崎県地震減災計画では、早期避難率の

向上を20％から70％に高めるという目標を設定

しておりますが、このアンケート結果から現状

を推測いたしますと、揺れがおさまったらすぐ

の35.8％と、津波注意報が出たらの16.9％、津

波警報が出たらの17.7％、大津波警報が出たら

の7.5％を合わせた77.9％に、先ほど図６で、避

難すると回答した方48.7％を乗じることにより

まして、現状の早期避難率は37.9％と推測する

ことができます。

今後、より一層、早期避難の意識向上に向け

た取り組みが必要だと考えられます。

次の９ページでは、災害時に備えた平時にお

ける備えについて尋ねたところ、ほとんどの項

目で40％以下となっており、災害に対する関心

度は高いものの、実際の備えに対する意識が低

くなっております。

次に、10ページをお開きください。

仮に避難所生活を余儀なくされた場合に、各

自であらかじめ備蓄すべき量について尋ねたと

ころ、３日以上の備蓄をすべきと考えた方が60.6

％となっております。宮崎県備蓄基本指針にお

きましても、最低でも３日間の備蓄に努めるよ

う促しておりますので、今後も引き続き、普及

啓発をする必要があると考えられます。

次に、11ページをお開きください。

３の県や市町村に求める地震・津波防災対策

等についてでございます。津波被害が想定され

る区域への対策として、行政に望むものは、避

難勧告や避難指示等の迅速な決定と的確な伝達

方法の確立のソフト対策に対する回答の割合が

最も高く、次いで、避難所への備蓄品の整備、

避難路の整備、避難タワー、避難ビルの整備等

のハード対策の順となっております。

次に、12ページをごらんください。

（２）地域防災対策でございます。災害によ

る被害を最小限に食いとどめるためにも、自助

・共助・公助に関しそのバランスについての考

え方を尋ねたところ、共助に重点を置くべきと

する割合が12.9％で、同様の調査を行っている

内閣府の結果と照らし合わせてみますと、全国

平均よりも低い結果となっていることがわかり

ました。

また、下の円グラフのほうになりますが、共

助に関する内容といたしまして、防災訓練への

参加または見学の有無について尋ねたところ、

参加したことがある、見学はしたことがあるを

合わせますと、約43％の方が、参加または見学

をしている一方で、参加や見学をしたことがな

い方が約48％となっております。

次に、13ページをお開きください。

４、住宅の耐震化についてでございます。図18

の住まいの構造につきましては、木造住宅が70.6

％となっております。図19では、住まいの構造
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について、先ほどの図18で木造住宅、もしくは、

わからないと回答された方のうち、自宅を建築

した時期について尋ねたところ、旧耐震基準で

ある昭和56年５月31日以前が32.6％となってお

ります。さらに、図20では、耐震化費用の補助

制度の認知度について尋ねておりますが、昭和56

年５月31日以前、もしくは、わからないと回答

された方のうち、宮崎県内の市町村の耐震化に

要する費用の補助制度の認知度について、知ら

ない、わからないを合わせますと、認知してい

ない方の割合は70.6％となっております。

また、図21の耐震化の検討について、昭和56

年５月31日以前、もしくは、わからないと回答

された方のうち、耐震化の検討について、特に

何も考えていないが51.6％と最も多くなってお

ります。

以上が、本年度の意識調査の結果、概要でご

ざいます。

恐れ入りますが、特別委員会資料の１ページ

のほうにお戻りいただきたいと思います。

１ページの下のほうになりますが、４、主な

課題でございます。今回の調査結果から、津波

避難等に関して大きく５つの課題があるものと

考えております。

１つ目は、南海トラフ地震に対する関心度が

約90％と高いものの、いつ起きてもおかしくな

いと考えている人は約60％にとどまっており、

南海トラフ地震・津波に関する知識の普及や防

災意識の向上がさらに求められること。

２つ目は、地震発生時の避難行動について、

早期避難率は約38％にとどまっており、早期避

難に関する意識の向上が求められること。

３つ目は、日ごろから何らかの備えを行って

いる人の割合が、ほとんどの項目で40％以下に

なっており、さらに防災訓練に参加したことが

ある人の割合も約39％にとどまっていることな

どから、自助・共助のさらなる取り組みの強化

が求められること。

４つ目は、県や市町村に求める地震・津波防

災対策として、避難のための迅速で的確な情報

伝達や安全な避難場所、避難経路等の整備が求

められており、着実に推進していく必要がある

こと。

５つ目は、住宅の建築時期について、約43％

が昭和56年５月31日以前、または、わからない

としており、そのうち耐震補強工事や建てかえ

を検討している方は10％未満であることなどか

ら、耐震化の重要性や補助制度の周知・啓発等

による耐震化率の向上が求められること。

以上の課題があると考えております。

今後、この調査結果を関係部局や関係市町村

と共有し、今後の施策へ反映させていきたいと

考えております。

説明は以上でございます。

○中野委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら御発言をお願い

いたします。

○来住委員 意識調査は今回が初めての調査な

んでしょうか。

○髙林危機管理局長 調査自体は初めてでござ

います。

○有岡委員 意識調査をした結果、まだまだ県

民の中にそういう意識が低いということはよく

わかったわけですが、やはり啓発の仕方をもう

少し工夫する必要があるのかなと思いますし、

例えば外所地震のように50年に１回、ああいう

先輩方のつないでいるような情報をもっと広く

周知するとかですね、各地域にそういった伝統

があったり、そういう歴史があるんじゃないか

と思うんで、そういったところをもっと掘り下
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げながら、身近な問題として考えてもらうよう

な仕掛けをつくる必要があるのかなと思ってい

ますし、実はライオンズクラブという組織でも、

子供たちに避難用のライフジャケットを提供し

ようという動きをしたり、そういう危機管理に

関する情報をもっともっと県民にＰＲするよう

な仕掛けをしないといけないのかなと思ってお

ります。

私自身も住宅の耐震化をやっていますので、

もう一遍検討せないかんなというふうに感じた

ところですが、そういうＰＲの仕方をもう一度

工夫したらいかがかと思いました。

○髙林危機管理局長 この意識調査は今回初め

てでございましたけれども、この意識調査の結

果を行政側といたしましても真摯に受けとめま

して、御指摘のありました広報のあり方につき

ましても、年間を通じて広報はしているところ

ですけれども、あり方についてはさらに浸透す

るような形で検討したいと思いますし、この調

査結果が報道されますことによりまして、県民

の方々に対しましても、それぞれ自分のことと

して意識を捉えてもらいまして、取り組みをし

ていただくとともに意識を高めていただければ

と考えているところでございます。

○渡辺委員 意識調査は初めてというお話でし

たが、例えば東日本大震災以降初めてという意

味なのか、この手の意識調査を過去に全くした

ことがないということなのか、その辺をちょっ

と教えていただきたいというのと。

もう一つ、もちろんここに目的は書いてある

んですが、目的の中に大きな例えば東日本大震

災を起点と考えれば、一定の時間がたって、状

況がどうかということを把握するのと同時に、

薄れているのではないかという危惧があって調

査につながっていっているのか。その辺のとこ

ろの意図、狙いをもう一回伺いたいというのが

一点と。

今、宮崎市内をいろいろ回ったりしていると、

例えば東日本大震災の後に、ここは海面から高

さ何メートルですよというような表示が、一気

呵成にわあっとついたわけですが、宮崎の日差

しの強さもあるんでしょうが、南向きのボード

とかは結構焼けて真っ黒になって、ぱっと見何

メートルというのが見えないみたいなのが結構

あちこちに出てきている。それも時間的な経過

も含めて意識の薄れと、これは市町村がやるこ

とだとは思いますけれども、そういうところに

もいろんなそういう気分というのはあらわれて

きているのかなという気がしたもので、調査の

意図、そういう隠れたメッセージも含めて何ら

かあればもうちょっと伺いたいなと思ったとこ

ろです。

○髙林危機管理局長 県民に対する意識調査に

つきましては、総合政策部が実施しております

県民の意識調査がございます。それでは何らか

の備えをしているかという割合が45.5％という

ような数字が出ております。

また、こういった津波避難に関する県民の意

識調査については初めてでございます。この意

識調査につきましては、それこそ地震減災計画

におきまして、早期避難率を20％から70％へ高

めるという目標を掲げております。20％という

目標も東日本大震災の一番最低の避難率を想定

したものでありましたけれども、実際の宮崎県

の避難率がどのくらいあるのかというのを把握

するためにも、今回実施したものでございます。

これを受けて、さらに今の避難率がどうなるか

というのを今後検証していくために、今回実施

したものでございます。

あと、先ほどいろいろ看板の件とかお話があ
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りましたけれども、御意見を賜ったことについ

て、今後、この結果につきましては関係部局と、

あと沿岸10市町がございますんで、そちらと分

析をしてどこが弱いかとか、対策については今

後、分析・検討して対策を立てていきたいと考

えております。

○坂口委員 この別冊資料の３ページ、ほかの

他県との比較は、和歌山、静岡出ているんです

けれども、これ和歌山、静岡、この可能性への

認識はどうなっていますか。

○髙林危機管理局長 今のお尋ねは、３ページ

の起こる可能性に対する意識でございますね。

○坂口委員 そうです。和歌山、静岡と本県と

の比較ですね。

○髙林危機管理局長 項目について、ちょっと

調べます。

○坂口委員 そしたらその前にいいですか。こ

の資料の６ページで、避難に消極的な上に避難

経路が危険だからというのと、あと整備するの

に誘導灯の整備というのと出てきているんです

けれども、ここらに対しての誘導灯表示を仮に

やっていくとしたら、どこまで責任を持ったも

のをやっていくのかということですね。

具体的にいえば、例えば今の55年前か56年だっ

たですかね、変更基準、以前の住宅あたりが多

いとか、老朽化の住宅が多いと。避難するため

にはこのタワーに行くのはこれだよというのが

あるけれども、具体的に地震が起こったら、こ

の道路は通行できない可能性があるとかですよ

ね。そういったものをやっておかないと、誘導

灯でそこで訓練させれば、それをすり込んでい

るわけですよね。そこに行ったら、その道は通

れもしないような道だったとかですよ。そこら

をどこまで責任持った道路に誘導して、その道

を避難場所へとつなごうとしているのかという

ようなこととか、そこらはどんなんなっている

んですかね。あそこに行くにはこの道が近いで

すよぐらいでの誘導だったら、やっぱり先に物

すごい大きい問題を含むと思うんですよ。

○髙林危機管理局長 今委員のお話のありまし

た避難経路でございますけれども、これについ

ては具体的には詳細についてはちょっとまだ存

じておりませんけれども、実際に各市町村のほ

うが現場を点検してやっておりますが、県のほ

うとしては、例えば避難経路の整備をする場合、

そういった電灯をつけるとかいう場合について

は、市町村が補助した場合の３分の１または４

分の１を補助して支援をしているところでござ

います。

今回御意見のあったものについては、市町村

のほうにもこういった御意見があったことをお

伝えしたいと思います。

○坂口委員 やっぱり誘導してここに逃げなさ

いって示す限りは、せめてその周りの例えば56

年以前の木造住宅とか、それから急傾斜地でこ

れかなりリスク持っているよと、５以上の地震

が来たら、この傾斜地もつのかなとかいうよう

なところ、そこを誘導路にしていたりとかです

よね。そしたら後で、責任を持ったからってど

うにもならないんですけれども、行政の責任も

問われることになるし、それがあだになること

もあるしで、指定したからにはそこを優先的に

整備していって安全を確保していく、担保して

いくというのとセットでないと、だめやないか

なっていうのが一つあるんですよ。

それから、同じ表示の仕方でも、さっき渡辺

委員からも出たように海抜表示がされています

よね。ところが、勘違いを起こしやすいんです

けれども、海抜が高ければ津波は来ない、これ

は大きな間違いですよ。海抜が物すごく二、三
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メーターのところでも津波の来ない場所はある

し、10メーター、20メーターあっても、さらに

大きい津波が来る場所があるわけで。これまで

の津波のシミュレーションを出しているんです

けれども、それに基づいて、ここはこの高さか

ら何メーターまで水が来ますという表示にしな

いと、うちは８メーターあるから大丈夫だがと

かですね。津波というのは普通の波の移動じゃ

ないわけですから、エネルギー移動じゃなくて

水の移動だから。そこんところの表示も、これ

住民の90％以上は勘違いしていると思うんです。

宮崎で７メーターの津波の危険がありますと

いったら、ここは海抜８メーター表示だから、

絶対波来ないよなって。ところが、20メーター

ぐらい来る場所だって実際はあるんですよね。

この委員会じゃなかったかな、自民党部会だっ

たかな、奥尻島に行ったんですけれどもあそこ

がいい例ですよね。湾の入り口では６メーター

ぐらいしか来ていないのが、山のほうでは20メ

ーター来るというですね。だから、この表示の

仕方、特に気になったのが、さっきの誘導灯と

この海抜表示、本当にこれでいいのかなって。

むしろ危険を招くような表示になっていないか

なという心配を持っているんですけれども、そ

こらは結果的にどういうような検討がなされて、

今の表示方法になっているのか。

○田中危機管理統括監 いろんな御指摘ありが

とうございます。避難経路の確認、それから整

備、大事な問題で、市町村でいろいろ点検をし

ていただいて、あと必要な手すりの設置ですと

か誘導灯の設置とかについては補助していると

ころでありますけれども、今回、いろんな御意

見をいただいていますので、それらについては

関係市町とさらにまた協議をしていきたいと

思っています。

表示につきましても、これについてもいろん

な課題もあろうと思っています。いろいろ勘違

いをされるという可能性もあります。いろんな

例を参考にしながら、改善に向けて、また検討

もしていきたいと思っております。

○髙林危機管理局長 先ほど御質問のございま

した、３ページの南海トラフ地震が起こる可能

性についての他県の問いでございますが、調べ

てみましたところ、静岡県と和歌山県でござい

ますけれども、問いについては、メカニズムを

知っているかというような問いにしておりまし

て、この起こる可能性についてという問いがあ

りませんでしたので、比較のほうができない状

況でございました。

○丸山委員 この意識調査をされて、今後、来

年とか再来年、また、意識調査をやるというこ

とを考えているのか。どんなふうに生かしてい

くのかなというふうに思っているんですが。

○髙林危機管理局長 この意識調査につきまし

ては、今現在まだいつになるということは考え

ておりませんが、ただ、地震減災計画とかを見

直したりとかする場合については、避難率であ

るとか意識の高まり度合いというのをやっぱり

知る必要があると思いますので、必要に応じて

行っていきたいとは考えております。

○丸山委員 できれば、もう少し細かく調査か

けていただきたい。宮崎市内でも本当に津波が

来る沿岸部と、言い方悪いですが、有岡委員が

住んでいます高岡とかは多分、津波が余り来な

いということも容易に想定できるものですから、

津波を主眼にした調査をエリアメールみたいな

のがありますよね、そこにして、本当にあなた

のところは浸水する地域ですかと、知っていま

すとか知りませんかとかというのをやることに

よって、本当に危機管理の意識をどんだけその
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地域地域で持っているのかというのを含めて、

市町村と連携しながらしてもらうのも一ついい

のかなって思ったりします。そういうことも今

後工夫して何か調査のあり方も、ここは防災マッ

プを配っていますよとはいうけれども、見たこ

とありますかとか、それも含めて何かちょっと

やらないと、結局、先ほど坂口委員が言ったよ

うに間違って認識していることもあり得ますの

で、そういう工夫して調査がもう少しできるよ

うな形があるといいのかなと思ったもんですか

ら、今後、調査するときはそういったことも含

めてやっていただきたい。かつ、本来は皆さん、

地震とか津波、心配はしているんだけれども、

行動に移していないというのは、恐らく防災訓

練に４割ぐらいしか、同じ人しか出ていないん

ですね。区長さんとかが一生懸命お願いしても、

呼びかけに参加しない方をどうやって参加させ

るのかを工夫していただくには、一つ試算とし

ては、学校のＰＴＡ総会とか、そういうところ

で本当に真剣に使うとかそういう形の、若い人

たちは特に参加しないということも、よく最近

の区長さんたちに聞くと、年齢が高い人は防災

訓練に参加してくれるんだけれどもという話も

聞くもんで、そういう意識を変えるために何か

もう一歩踏み出さないと、このままじゃ多分無

理かなと思っておりますんで、ぜひそれをやっ

ていただきたいなと思います。

あと、耐震に関しては、ちなみに熊本震災の

ときばっと上がって、今、耐震の診断をしましょ

うという件数が、今どれぐらい落ちてきていま

すか。この３年か５年で多分落ちてきていると

思うんですが、今の実績等を教えていただくと

ありがたいかなと思います。

○志賀建築住宅課長 委員御指摘のように、熊

本地震が春先にありました平成28年度は、件数

が一時的に伸びました。件数を申しますと、耐

震診断だけで、平成28年度が377件、平成29年度

が95件というふうにちょっとまた落ちておりま

す。

耐震改修工事につきましては、平成28年度が75

件、29年度が64件ございます。

ちなみに平成27年度の数字を申しますと、耐

震診断が121件、それから耐震改修工事が25件で

したので、28年度に一時的に伸びたといったよ

うな状況はございますが、ちょっと少し熱が冷

めかかっているような状況もございます。

○丸山委員 そこが一番大きな問題だと思って

いますので、そこをどうやって意識啓発をして

いくのかというのが、やっぱり今後も大きな課

題だろうと思っていますので、ぜひそれはしっ

かりやっていただきたいと思っております。

○志賀建築住宅課長 意識啓発につきましては

大変重要なことと考えております。今回、調査

の中で耐震診断、補助制度についても御存じな

いという方が大変多くな割合に出ておりまして、

大変重く受けとめているところでございます。

先ほど数値を申しましたように、平成28年度

を一つのピークとしまして、ちょっと熱が冷め

つつあるような傾向にございますので、今年度、

市町村と県とでもっとよりよい広報の仕方はな

いのかといったことを意見交換をしておりまし

て、また先進他県の調査にも行かせていただき

ました。

その結果、今年度やっておることとしまして

は、これは従来からやっておることでもござい

ますけれども、県の広報媒体を使った広報のほ

か新聞広告でありますとか、いろんなイベント

に参加させていただいての広報、それから防災

士ネットワークの方々と連携をいたしました出

前講座を12月末までに18回行っております。そ
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れから、関係団体の方にも承知していただく必

要がございますので、いろんな技術者に対する

講習会の場での制度の周知。

それから、これは29年度でございますけれど

も、実際耐震診断をやられて、そこでとまって

いる方というのは実は少なからずおられまして、

そういった方々のお宅に直接訪問をして、どう

ぞ、耐震診断結果でアウトが出ていますので、

耐震改修をやっていただけませんかといったよ

うな取り組みもやってきております。それでも

なかなか伸びないということもございますので、

来年度予定しております取り組みとしましては、

もっと直接的に県民の方に訴える方法としまし

て、例えば市町村が納税通知書を各家庭にお届

けになりますけれども、その納税通知書の封筒

の中に、補助制度についての制度を解説した１

枚用のチラシを同封させていただいて、直接的

に訴えかけるといったようなことを考えておる

ところでございます。

○中野委員長 まず、この調査で避難統計、あ

れは津波エリアと津波エリア外は分けていない

んですよね。（発言する者あり）この調査で。

○田中危機管理統括監 この調査は、津波に関

する意識調査ということがメーンでして、津波

の浸水想定区域、それとそれに接する地域です

ので、ちょっと先ほどありましたけれども、例

えば高岡町あたりは対象となっていないという

ところであります。

○中野委員長 済みません、わかりました。

それで、地震についても熊本地震７、娘が、

とにかくああいう地震が来たら、よう立たんで、

逃げるどこじゃねえっち話で、要は家がもてる

かもてないか、避難はその次の話で。だから、

特にこの津波区域の避難率が、それだったら、

てげ低いなと思って見とるんですよ。だから、

東北地震であの津波が夜来たら、どげなったん

かなと思って考える。だから、私はこの避難勧

告の強制はないから、強制権はね、逃げるか逃

げんかは、前に言ったけれども自助であって。

だけれども、行政としてとにかく対策、公助の

部分を私はしっかりやってもらいたいなと。と

にかくゼロを目指すということでね。

そして、防災計画の耐震率を70％か80％に上

げれば、３万5,000人ぐらいから8,000人やった

かな（「8,000人です」と呼ぶ者あり）それだけ

になりますよという話で。私も耐震診断だけを

したけれども、1,000万円ばかりかかると、70歳

じゃったら金も貸してくれんしね。この耐震率

を前提に私はああいう文書というのは分けて入

れるべきやと思うんですよ。だけれども、現状

のままで避難箇所をこの間1,000カ所確保した

ちゅうことや。要はそこにみんなが逃げてくれ

ればゼロになるわけで、あと逃げられない人と

か、そこ辺の何かやっぱり行政としては今まで

の教訓を生かして、いかにゼロを目指すという

前提で、耐震があった場合と、普通に全員逃げ

てくれればゼロになります。私はそういう２つ

に分けた表現が、行政としてはね。

だから、逃げるかどうかちゅうのは、本当、

年寄り、俺も今のような状態じゃったらよう逃

げんじゃろうけれども。そこ辺は個人差、行政

としての役割をです。

それとこの間、ＮＴＴが県知事に避難箇所を

出したですよね。あれを見たら、あれ見にくい

よ。どこがどこやら、あの地図の中に入れ込ん

であって。私は、津波区域以外の場合はある程

度地域の人は知っとるけん。地震は警報はない

わけだ、いきなり来る。津波の場合は、ある程

度30秒とか、最低でも警報があって地震があっ

ての話だから。しっかり私は1,000カ所、避難経
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路も含めて、私はまずこれに重点を置いてやる

べきだと思いますよ。さっき食糧の問題もあっ

たけれども、最初、何年か前に何か他県と協定

を結んだなんて、はあっと思っておったけれど

も、今もう地震やらあった場合、食糧なんて次

の日にはいろんなところから来るじゃないです

か。それはそれでいいとして、やっぱり津波前

提にして、被害ゼロを目指して、ぜひ行政とし

ての役割、これをしっかり市町村と組んでやっ

てください。

今ちょうど東北地震が終わって８年目。まだ

いろいろテレビを見ていると引きずっています

よ、みんな。やっぱり命があれば、私は、４日、

５日、１カ月間水飲んどれば生きとるわけで、

人間はね。とにかく避難対策、私はこれを優先

して頑張ってもらいたいと思います。

○田中危機管理統括監 ありがとうございます。

大規模災害のとき、例えば南海トラフ地震の場

合は、県内でも大体震度６弱以上、沿岸部では

７ということが想定されていますので、やはり

地震が起きたときに、まずは建物の倒壊なり家

具の倒壊等で圧死をされるという可能性もあり

ますので、まずはそういった面も一つ大事な点

だと思います。耐震化ですとか家具の固定、そ

れはまず一つ大事な点だと思います。

それから、おっしゃったように、津波が来る

まで若干ですけれども時間はありますので、そ

の間にいかに早く避難していただけるか。まず

自分の命は自分で守るという意識をいかに持っ

ていただいて早期避難をしていただくのか、あ

るいは隣近所に要援護者がいる場合は、共助の

力でいろいろと避難を助けてあげる。そういっ

たことがまずは重要かなと思っています。そし

て、いろいろ御指摘いただいたように、避難場

所への安全な避難ができるように避難路の整備

なり、いろんな環境整備と、これも市町村と一

緒にやっていかなければならないと思っており

ます。

そういった耐震化と、それと早期避難という、

これ両面やっぱり大事だと思っていますので、

そういった面も含めて、県民の方にいろいろ工

夫しながら意識を持っていただいて取り組んで

いただく。そのようにまた我々行政としてもい

ろんな支援をしていく。行政としてもいろんな

整備をしていく。そういったことを心がけてい

きたいと思っております。

○坂口委員 ちょっと飛躍するかもしらんけれ

ども、今回のアンケートで津波というか南海ト

ラフ地震に対しての認識というのが、やっぱり

ちょっと甘いんじゃないかと、危機感が低いん

じゃないかというような調査結果を心配されて

いますよね。心配されているけれども、心配さ

れている行政当局の認識がどうなのかなってい

うのをやっぱり思うんです。

ちょっと話が飛躍するけれども、今26年国体

のメーン会場、陸上競技場、いまだに総合運動

公園は使えないのという話が出ていますよね。

まだ開会式会場が、その本会場がそれになると

いう決定はされていないけれども、過去の例で

は、陸上競技場の開会式場になる。そこには天

皇皇后両陛下が見えるわけですよね。まず、国

体開催の日までに津波が来ないという保障、こ

れがないとまず開催ができない。場所が球場自

体がだめになってしまう。ステップ台が吹っ飛

ばされるから、国体は、のっぺらぼうで大会は

できないということですね。その当日には絶

対100％来ないという保障をやらないと、天皇皇

后両陛下が見えているところに津波が来たらど

うなるんですか。そんなところ、宮崎県、いま

だ混乱しながら、あっちがいい、こっちがいい
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というようなことを報道も含めてやっているん

ですよ。これ知事が、天皇陛下をそういうとこ

ろには招かれないんだ。だから、ここには絶対、

津波のリスクから天皇を守る。そのためには宮

崎県はここではやらないんだということを発信

しないから、こんな混乱しているんですよ。だ

から、県自体がその危機感を持っていないとい

うことか、よほどそのことに重きを置いていな

いということか。僕はそういう考え方、これは

言っちゃいけないと思ったけれども、ちょっと

飛躍し過ぎるかなと思ったけれども、県民意識

が低いというのに、知事は少なくとも、やっぱ

りああいったいろんな質疑がある中で、本会議

で、その日までに来ないという保障ができない

んだと、その日も来ないという保障ができない

んだ。それは専門家が30年以内の確率を70から80

％に上げたんだ。そういうところに天皇皇后両

陛下を置いて、まさかそこで責任が持てない。

だから、そこはやらないという宣言を最初にやっ

ぱり知事にさせるべきです。それをやれば、県

民も少しは認識を高めますよ。この場で言いた

くなかったけれども、いまだに混乱しているこ

とに、少しは憤りも感じて、もうそこに向かっ

て県民はやっぱりエネルギーを結集せんといか

ん。その結集させるがためにも、そしてこういっ

たことに対しての認識を高めるがためにも、本

当に危機感を持っているなら、やっぱり知事は

それをやるべきです。これは統括監も局長も答

えようがないでしょうから、答弁は求めません

けれども、僕はそのことに少し、最近はこの混

乱にいら立ちと憤りを感じ始めたですね。

以上です。

○中野委員長 要望でいいですか。

○坂口委員 もしあれば答弁していただいても

いいですよ。

○田中危機管理統括監 やっぱり国体になりま

すと、さまざまなリスクを考えて対応しなけれ

ばならないと思っております。おっしゃったよ

うに、この日までに、またはこの日に地震が来

ないということは、これは絶対言えないんで、

いろんなリスクを考えた上で国体をどうしてい

くか。これは当然考えていかなければならない

問題だと思っております。御意見につきまして

は、ちゃんとおつなぎしたいと思っております。

○坂口委員 加えて言えば、ここをメーン会場

に選んだら、宮内庁はそこには絶対天皇陛下を

出さないですよ。この大会は大失敗ですよ。

以上です。

○丸山委員 回答率が全体で38％というふうに

書いてあるんですが、この５ページの表の下の

ほうで、ｎというのは、これは多分回答した数

だと認識していいのかなと思っているんですが、

例えば、延岡市が560、門川が245、日向が1,105

と書いてあるんですけれども、これが回答率、

回答した数というふうに認識してよろしいで

しょうか。

○髙林危機管理局長 そこが回答数として。こ

の下のほうの数字（「左になります」と呼ぶ者あ

り）左の下、これが回答数でございます。

○丸山委員 それはひょっとしたら、宮崎の回

答数が262とか、市町村によって物すごく回答率

がいいところと悪いところがあるというふうに

認識してよろしいでしょうか。

○田中危機管理統括監 回答率につきましては、

市町村でやはりちょっとばらつきがありまして、

大体高いところが50％ちょっと超えている、新

富町でしたけれども。あと、県南、宮崎市から

南のところが大体40％以上ぐらいが多いですね。

県北がちょっと少なくて30％台というように

なっておりまして、若干地域によって回答率に
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はばらつきがございました。

○丸山委員 恐らく回答率イコールその地域住

民の危機管理が、余りまだ伝わっていないとい

うことがどうなのか検証してもらって、市町村

にしっかり回答率を上げることももっと正確な

データになると思いますので、市町村にしっか

り伝えて、あなたのところは回答率が悪いです

よ、ひょっとしたら防災に対する認識が低いか

もしれませんよというのをもうちょっと強く

言ったほうがいいんじゃないかなと感じたもん

ですから、今後の調査に当たって、もっと意識

を上げましょうということをしっかり伝えてい

ただきたいなと思っております。何かそういっ

た会議は、今からどんなふうに進めていかれる

のか。

○髙林危機管理局長 今の回答率の関係につき

ましては、この回答率もそうですし、この調査

の内容につきましては関係部局、それとおっしゃ

いました沿岸10市町のほうには、もちろん資料

のほうをお渡しいたしますし、それぞれ津波避

難協議会というのを沿岸10市町と県で持ってお

りますんで、こういったところで分析・検討し

て、その地域によって特性が必ずあらわれてき

ますんで、そういったところも考えながら対応

していきたいと思います。

それと、先ほど御指摘のございました、今後

の調査をするときの項目だとか内容についても、

今回の調査は１回目でしたけれども、次回の調

査のときはこれをしたらいいとかいうのを、そ

ういった面についても市町村と連携して考えて

いきたいと思っております。

○中野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それじゃあ、質疑もないようで

すので、これで終わりたいと思います。（発言す

る者あり）

○志賀建築住宅課長 済みません、ちょっと補

足説明させていただきたいと思います。

先ほど委員長のお話の中で、耐震改修に1,000

万円程度かかった事例があるといったようなこ

とが出てまいりましたけれども、耐震改修のコ

ストにつきましては、全国平均で申しますと、

おおむね150万円程度というふうに言われており

ます。これを踏まえまして、本県の補助制度に

つきましても、150万円を上限としてその２分の

１を補助するといったような構成になっており

ます。それでも75万円以上の自己負担が発生し

てまいりますので、県民の方の自己負担をなる

べく小さくするということは大変大切なことだ

と思っておりまして、一つの取り組みとしまし

て、実際耐震改修といいますと、壁とか天井と

か床とかをはがして筋交いを入れるといったよ

うなイメージに捉えていらっしゃる方というの

は少なからずいらっしゃるかと思うんですけれ

ども、実際にはそういうことを全くせずに、壁

も天井も床もはがさずにできる工法というのが

さまざまございまして、その工法は非常に低コ

ストでなおかつ短工期でできるものでございま

すので、こういったものの普及活動をやってお

るところでございます。

実際に今年度、宮崎市内で耐震改修に取り組

まれた方の中で、耐震改修工事が77万円で終わっ

ている方もいらっしゃいます。実際そういった

工法を普及するために、実はまさにきょうこの

時間に業者さんを集めまして、西都の県立産業

技術専門校におきまして、実物大の建物を使っ

た低コスト工法の講習会を行っております。こ

ういった取り組みも含めまして、県民の方に耐

震改修により一層取り組んでいただけるような

取り組みを行ってまいりたいというふうに考え
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ております。

以上でございます。

○中野委員長 よろしいですか。ほかにありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。

執行部の皆さん、大変お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時54分休憩

午前10時55分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

次に、協議事項（１）の委員会報告書骨子（案）

についてであります。お手元のＡ３版の資料を

ごらんください。これは正副委員長のほうで作

成しました、委員会報告書骨子（案）でありま

す。

Ⅱ調査活動の概要につきましては、当委員会

の調査事項に基づき、これまでの活動内容や委

員会として意見等を整理したものであります。

具体的には、南海トラフ巨大地震に関するこ

と、２つ目が、大規模自然災害に関すること、

防災・減災に関わる人材の育成に関することの

３つの章で構成し、最後の結びのところで全体

を総括したいと考えております。

詳細につきましては、勝目書記が説明をいた

します。

○勝目書記 済みません、後ろから失礼します。

では、説明申し上げます。

Ａ３版の防災・減災対策特別委員会骨子（案）

をごらんください。

まず、Ⅱの調査活動の概要からであります。

前書きのところで調査項目設定の経緯等を整理

しております。

１つ目の丸です。平成23年３月の東日本大震

災を契機に、南海トラフ巨大地震から県民を守

るためさまざまな計画が策定され、計画に基づ

く施策が実行されている中、政府地震調査研究

推進本部によるマグニチュード８から９クラス

の大地震の発生確率が、今後30年間で70％程度

とされていたところが、昨年２月には70％から80

％まで引き上げられ危機迫る状況である。

次の２つ目の丸で、近年では、平成29年７月

の九州北部豪雨や、本県においても新燃岳の噴

火といった自然災害が発生していることから、

ハードとソフトの両面から総合的に防災・減災

対策を展開することが肝要であり、そのために

は防災・減災にかかわる人材の育成も必須であ

る。

そして３つ目の丸で、県議会ではこれまでも

平成23年度及び平成25年度に防災・減災対策に

係る特別委員会を設置し、県当局に対して提言

するなど、県の防災・減災施策を推進してきた

ところでもある。

以上より、当委員会では、①南海トラフ巨大

地震に関すること、ほか２項目について調査を

実施した。そういう書き出しで始めたいと思っ

ております。

では次に、まず１番目の南海トラフ巨大地震

に関することについてであります。

（１）南海トラフ巨大地震の概要についてで、

①で被害想定を、②で計画、指針等の施策体系

の概要等について整理しております。

（２）南海トラフ巨大地震への対策について

では、大地震発生に備えて実施されている取り

組みについて、①では県の取り組みを、②から

⑤では、県内外で調査してまいりました自治体

等の取り組みについて整理をいたしております。

（３）南海トラフ巨大地震時における対応に
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ついてでは、いざ災害が発生した際の対応につ

いて、火災や警察の警備体制・警察活動、医療

救護体制、道路啓開、災害廃棄物について整理

して記載をしていきます。

（４）県への提言としましては、①から⑩の10

項目に整理しております。

①南海トラフ地震への対策目標においては、

あくまでも犠牲者ゼロを目指すべきこと、②で

は、新たな財源確保を視野に入れ、国に対し強

く要望すること、③は、被害想定や各種データ

の見直しを適宜検討し、想定外の事象が起こる

ことも想定しながら、災害対策としてより効果

的な方策の検討に努めていくこと、④では、避

難場所の確保及び避難場所に確実にたどり着く

ための表示版設置の強化等に引き続き努めるこ

と、⑤では、Ｌ１津波を視野に入れたインフラ

整備を引き続き促進すること、⑥では、感震ブ

レーカーの普及や木造家屋の耐震化促進、危険

物取扱施設の耐震状況の把握などに取り組み、

火災対策を徹底すること、⑦では、災害廃棄物

対策については、処理計画の実効性を高めるた

め、財源や施設について具体性を持って検討を

進めること、⑧福祉施設等、公益的な施設の高

台移転等が円滑に進むよう、関係機関との連携

促進に努めること、⑨ＢＣＰについて、災害時

に各組織のＢＣＰがぶつかって混乱が生じない

よう、事前調整の必要性から検討すること、⑩

各家庭や地域における備蓄を強化すること。

以上を県の提言として要望したいと考えてお

ります。

次に、２の大規模自然災害に関することにつ

いてであります。

（１）大規模自然災害に対する対策について

ですが、①県の取組では、ア、水害、土砂災害

対策、イ、山地災害対策、ウ、火山災害対策、

エ、その他災害として、学校のブロック塀の崩

壊や農業用ため池の決壊、こういったものに分

けて各取り組みを整理いたします。②から⑤で

は、県内外の取り組みについて記載をいたしま

す。

（２）県への提言といたしましては、①災害

情報伝達の工夫や、他機関との連携により早期

避難を推進すること、②山地災害対策を徹底す

るため、伐採指導や現地調査の徹底に努めるこ

と、③ブロック塀の安全確保には、信頼度の高

い調査を行った上で対策を実施するなど万全を

期すること。

以上、３つを県の提言として要望したいと考

えております。

次に、３の防災・減災に関わる人材の育成に

関することについてであります。

（１）防災・減災に携わる人材育成について

ですが、消防団員、自主防災組織、防災士の現

状等を記載いたします。

（２）防災・減災に対する住民意識について

では、本日、執行部から説明のありました調査

内容について整理いたします。

（３）人材育成の取組及び住民意識を高める

ための取組についてでは、①県内の取組として

行われている避難訓練や防災教育等について、

②では、県外の取組として、主に三重県の取組

等について記載をいたします。

（４）県への提言といたしましては、①消防

団と防災士の連携強化支援や自主防災組織の活

動支援など、地域人材育成支援に引き続き取り

組むこと、②では、積極的な避難行動の推進と

して、避難意識の醸成や防災教育の推進、避難

訓練の質向上などに努めること。

以上を県の提言として要望したいと考えてお

ります。
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Ⅲ結びでありますが、それぞれの調査項目で

の提言を総括するほか、災害後の速やかな復興

に向けて考慮すべきこと、また、これまでの特

別委員会で出された提言の成果とあわせて、本

委員会で出す提言についての施策展開への期待

を示して結びとし、Ⅳ資料として、調査活動の

経過等を整理したいと考えております。

説明は以上であります。

○中野委員長 以上、説明が終わりました。何

か御意見ありませんか。

それから、今これまとめてもらっていますけ

れども、これを文章化すると、かなりのボリュ

ームになるとかなと思うんですよ。ですから、

ある程度報告にまとめた場合は、時間制限はな

いかと思いますけれども、もうちょっと簡略に

する部分が出てくるかと思います。ぜひこれだ

けは入れてほしいということがありましたら、

書記のほうに一報ください。それを考慮して、

あと私と副委員長のほうでまとめたいと思って

おります。それでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 なお、この報告書そのものにつ

きましては、正副委員長に御一任いただき、案

ができ上がりましたら、印刷のスケジュールの

関係で個別に御了解いただきたいと考えており

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのような形で進めさせていただ

きます。でき上がりました報告書は、ほかの２

つの委員会の分と合冊して、２月定例会の最終

日に議場で配付することになりますので御了承

お願いいたします。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

であります。次回委員会は２月定例会中の３月13

日に開催を予定しております。

次回委員会では、２月定例会最終日の委員長

報告案につきまして、御協議をお願いしたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

最後になりますが、その他、何かございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 なお、お手元に１枚のカラー刷

りの資料をお配りしております。昨年11月30日

の委員会の講師からの追加資料であります。（「栗

原さん」と呼ぶ者あり）済みません、ごらんく

ださい。

最後になりますが、次回の委員会は、３月13

日午前10時からを予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。どうもお疲れさまでした。

午前11時８分閉会


